
文 教 厚 生 委 員 会 資 料

健 康 福 祉 部 

令和 3 年 6 月 24 日･25 日 

■条例案 ３件 

第８４号議案 島根県救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備

及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 

（地域福祉課）…１ 

 第８５号議案 島根県障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため

       の法律に基づく指定障害福祉サービス事業等の人員、設備及び

       運営に関する基準等を定める条例等の一部を改正する条例 

    （障がい福祉課）…３ 

 第８６号議案 島根県手数料条例等の一部を改正する条例 

（薬事衛生課）…５ 

■一般事件案 ３件 

  承認第１号議案 専決処分事件の報告及び承認について［関係分］ 

          《令和２年度島根県一般会計補正予算（第１３号）》 

（健康福祉総務課）…８ 

  承認第３号議案 専決処分事件の報告及び承認について 

          《令和２年度島根県立島根あさひ社会復帰促進センター 

           診療所特別会計補正予算（第３号）》 

（健康福祉総務課）…８ 

  承認第４号議案 専決処分事件の報告及び承認について 

          《令和２年度島根県国民健康保険特別会計補正予算 

（第３号）》                   

（健康福祉総務課）…８ 

■予算案 ２件 

  第８０号議案  令和３年度島根県一般会計補正予算（第１号）［関係分］ 

（健康福祉総務課）…11 

  第９３号議案  令和３年度島根県一般会計補正予算（第２号） 

（健康福祉総務課）…16 



■報告事項 １２件 

１ 新型コロナウイルス感染症の状況について 

（感染症対策室）…19 

２ 新型コロナウイルス感染症の医療提供体制について 

（感染症対策室）…21 

３ 新型コロナウイルスワクチンの接種の状況について 

（感染症対策室）…23 

４ 新型コロナウイルス感染症対策調整費の執行について 

（健康福祉総務課）…25 

 ５ 飲食店の感染予防対策強化事業について 

（薬事衛生課）…26 

 ６ 島根県再犯防止推進計画（案）について 

（地域福祉課）…28 

 ７ 島根県保健医療計画の中間見直しについて 

（医療政策課）…33 

 ８ 島根県循環器病対策推進計画（素案）について 

（健康推進課）…38 

 ９ 令和 2 年合計特殊出生率について 

（子ども・子育て支援課）…40 

10 障がい者就労施設等からの物品等の調達（令和 2 年度実績、令和 3 年度調達 

方針）について  

 （障がい福祉課）…41 

 11 障がい者就労継続支援事業所における令和 2 年度の工賃実績について 

（障がい福祉課）…42 

 12 島根県障がい者就労支援事業所工賃向上計画について 

（障がい福祉課）…43 

【別添資料】 

 〇資料１ 島根県再犯防止推進計画（案） 

 ○資料２ 島根県保健医療計画の中間評価及び見直しの概要 

 〇資料３ 島根県障がい者就労継続支援事業所工賃向上計画 



島根県救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び 

  運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 

１．改正の理由

  救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設（注）の設備及び運営に関

する基準及び厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う

書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令の一部を改正する

省令（以下「改正省令」という。）が令和３年８月１日に施行されることに

伴い、島根県救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運

営に関する基準を定める条例（以下「県条例」という。）について所要の改

正を行う必要がある。 

(注)生活保護法第３８条で定める施設 

２．改正の概要

◆（１）職場における適切なハラスメント対策 

ハラスメント対策への対応を強化する観点から、事業者の責務を踏まえ

た適切なハラスメント対策を求める。 

★（２）業務継続計画の策定等 

感染症や災害が発生した場合であっても、利用者に対する適切な処遇を

継続的に実施できる体制を構築するため、業務継続計画の策定、研修及び

訓練の実施等を義務付ける。 

◆（３）災害対応に向けた地域との連携 

災害対応においては、地域との連携が不可欠であることを踏まえ、避難

等の訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めな

ければならないこととする。 

★（４）感染症等の予防及びまん延を防止するための措置

感染症及び食中毒の発生予防及びまん延防止に関する取組を徹底するた

め、対策を検討する委員会の開催、指針の整備、研修及び訓練の実施等を

義務付ける。 

文 教 厚 生 委 員 会 資 料 

令 和 ３ 年 ６ 月 2 4 日 ・ 2 5 日 

健 康 福 祉 部 地 域 福 祉 課 

-1-



３．改正に当たっての考え方

改正省令において、感染症等への対応に係る事項（上記２（２）及び（４）

に掲げる事項）は「★従うべき基準」とされ、その他の事項（上記２（１）

及び（３）に掲げる事項）は「◆参酌すべき基準」とされた。 

県条例の改正に当たっても、改正省令で定める基準に準拠した内容とし、

県独自の基準は設けない。 

４．施行期日

  令和３年８月１日から施行する。 

ただし、上記２（２）及び（４）に掲げる事項については、改正省令の定

めに準拠し、令和６年３月３１日までの間、措置義務を努力義務とする経過

措置を設ける。 

５．参考 

県条例の適用を受ける施設数 

施設の種類 形態 対象者・目的 施設数 

救護施設 入所 
身体上又は精神上の著しい障害のため日常生活を営むことが困

難な者を入所させて生活の扶助を行う。 
１ 

更生施設 入所 
身体上又は精神上の理由により養護指導を要する者を入所させ

て生活の扶助を行う。 
０ 

授産施設 通所 

身体上若しくは精神上の理由又は世帯の事情により就業能力の

限られた者に就労又は技能習得の機会を与えて自立助長をさせ

る。 

０ 

宿所提供施設 利用 住居のない世帯に住宅の扶助を行う。 ０ 
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島根県障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉 

サービス事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例等の一部を改正する条例 

１．改正する理由 

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス

の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等の改正に伴い、関係条例について所要の改正を行

う必要がある。 

〔改正対象条例〕 

(1)島根県障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉  

サービス事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例 

(2)島根県障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害者支援

施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例 

(3)島根県障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービ

ス事業の設備及び運営に関する基準を定める条例 

(4)島根県障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく地域活動支援セ

ンターの設備及び運営に関する基準を定める条例 

(5)島根県障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく福祉ホームの設

備及び運営に関する基準を定める条例 

(6)島根県障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害者支援施設

の設備及び運営に関する基準を定める条例 

(7)島根県児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定め

る条例 

(8)島根県児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準等を定め

る条例 

(9)島根県児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例 

(10) 島根県障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉

サービス事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例等の一部を改正する条例 

文 教 厚 生 委 員 会 資 料 

令和 3 年 6 月 24 日･25 日 

健康福祉部障がい福祉課 
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２．改正の概要 

３．施行期日 

公布の日から施行する。 

〔  ～ 共通〕

① 指定障害福祉サービス事業者等の業務負担軽減等を図る観点から、指定障害福祉サービス事業

者等における諸記録の作成、保存等について、原則として電磁的記録による対応を認めるもの

とする 

〔  ～ 共通〕

② 利用者の利便性向上や障害福祉サービス事業者等の業務負担軽減の観点から、利用者等への説

明、同意等のうち、書面で行うものについて、原則として電磁的方法による対応を認めるもの

とする。 

〔   〕

③ その他規定の整備 
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島根県手数料条例等の改正について

１ 改正理由 

（１）「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」 

（以下「薬機法」という。）の改正により、次の見直し等が行われたことに 

伴う所要の改正 

① 特定の機能を有する薬局の都道府県知事による認定制度の創設 

② 医薬品、医薬部外品及び化粧品（以下「医薬品等」という。）の製造業

の登録制度の新設及び製造管理又は品質管理の基準に関する調査制度

の見直し 

（２）その他所要の改正 

２ 改正内容  

（１）薬機法の改正に関する事項 

① 薬局の認定に関する手数料 

(ｱ) 地域連携薬局の認定に関する手数料の新設 

(ｲ) 専門医療機関連携薬局の認定に関する手数料の新設 

② 医薬品等の製造管理等に関する手数料 

(ｱ) 医薬品等の製造工程のうち、保管のみを行う製造所の登録に関する 

手数料の新設 

(ｲ) 医薬品又は医薬部外品の製造業者が製造工程の区分ごとに受ける調

査等に関する手数料の新設及び関連する既存の調査手数料の改定 

（２）その他 

覚醒剤取締法に関する覚醒剤原料取扱者及び覚醒剤原料研究者の指定証

の再交付に関する手数料の新設 

３ 施行期日  

・２（１） 令和３年８月１日（改正後の薬機法の施行日と同日） 

・２（２） 公布の日 

【認定薬局】 

○地域連携薬局：入退院時の医療機関等との情報連携や在宅医療等に地域の 

薬局と連携しながら一元的・継続的に対応できる薬局 

○専門医療機関連携薬局：がん等の専門的な薬学管理に関係機関と連携して 

        対応できる薬局（今回は「がん」が対象） 

文教厚生委員会資料 

令和 3年 6月 24 日･25 日 

健康福祉部薬事衛生課
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1 新設 地域連携薬局認定申請 11,000

2 新設 地域連携薬局認定更新申請 11,000

3 新設 専門医療機関連携薬局認定申請 11,000

4 新設 専門医療機関連携薬局認定更新申請 11,000

5 新設 医薬品保管製造所登録申請 37,000

6 新設 医薬部外品保管製造所登録申請 31,000

7 新設 化粧品保管製造所登録申請 31,000

8 新設 医薬品保管製造所登録更新申請 23,000

9 新設 医薬部外品保管製造所登録更新申請 22,000

10 新設 化粧品保管製造所登録更新申請 22,000

11 改正 医薬品適合性調査申請（承認申請時）（無菌） 48,900 71,000

12 改正 医薬品適合性調査申請（承認申請時）（一般） 28,900 53,000

13 改正 医薬品適合性調査申請（承認申請時）（包装等） 13,400 24,000

14 改正 医薬品適合性調査申請（承認申請時）（外部試験機関等） 13,400 24,000

15 新設 医薬品適合性調査申請（承認申請時）（保管製造所） 24,000

16 新設 医薬品適合性調査申請（変更計画確認申請時）（無菌） 71,000

17 新設 医薬品適合性調査申請（変更計画確認申請時）（一般） 53,000

18 新設 医薬品適合性調査申請（変更計画確認申請時）（包装等） 24,000

19 新設 医薬品適合性調査申請（変更計画確認申請時）（外部試験機関等） 24,000

20 新設 医薬品適合性調査申請（変更計画確認申請時）（保管製造所） 24,000

21 改正 医薬品適合性調査申請（定期）（無菌）【基本】 104,200 128,000

22 改正 医薬品適合性調査申請（定期）（無菌）【品目加算】 2,100 3,000

23 改正 医薬品適合性調査申請（定期）（一般）【基本】 73,000 105,000

24 改正 医薬品適合性調査申請（定期）（一般）【品目加算】 1,000 1,500

25 改正 医薬品適合性調査申請（定期）（包装等）【基本】 39,400 56,000

26 改正 医薬品適合性調査申請（定期）（包装等）【品目加算】 300 500

27 改正 医薬品適合性調査申請（定期）（外部試験機関等）【基本】 39,400 56,000

28 改正 医薬品適合性調査申請（定期）（外部試験機関等）【品目加算】 300 500

29 新設 医薬品適合性調査申請（定期）（保管製造所）【基本】 56,000

30 新設 医薬品適合性調査申請（定期）（保管製造所）【品目加算】 500

31 新設 医薬品適合性調査申請（必要時）（無菌）【基本】 128,000

32 新設 医薬品適合性調査申請（必要時）（無菌）【品目加算】 3,000

33 新設 医薬品適合性調査申請（必要時）（一般）【基本】 105,000

34 新設 医薬品適合性調査申請（必要時）（一般）【品目加算】 1,500

35 新設 医薬品適合性調査申請（必要時）（包装等）【基本】 56,000

36 新設 医薬品適合性調査申請（必要時）（包装等）【品目加算】 500

37 新設 医薬品適合性調査申請（必要時）（保管製造所）【基本】 56,000

38 新設 医薬品適合性調査申請（必要時）（保管製造所）【品目加算】 500

39 改正 医薬部外品適合性調査申請（承認申請時）（無菌） 48,900 71,000

40 改正 医薬部外品適合性調査申請（承認申請時）（一般） 28,900 53,000

41 改正 医薬部外品適合性調査申請（承認申請時）（包装等） 13,400 24,000

42 改正 医薬部外品適合性調査申請（承認申請時）（外部試験機関等） 13,400 24,000

43 新設 医薬部外品適合性調査申請（承認申請時）（保管製造所） 24,000

44 新設 医薬部外品適合性調査申請（変更計画確認申請時）（無菌） 71,000

45 新設 医薬部外品適合性調査申請（変更計画確認申請時）（一般） 53,000

46 新設 医薬部外品適合性調査申請（変更計画確認申請時）（包装等） 24,000

47 新設 医薬部外品適合性調査申請（変更計画確認申請時）（外部試験機関等） 24,000

48 新設 医薬部外品適合性調査申請（変更計画確認申請時）（保管製造所） 24,000

49 改正 医薬部外品適合性調査申請（定期）（無菌）【基本】 104,200 128,000

50 改正 医薬部外品適合性調査申請（定期）（無菌）【品目加算】 2,100 3,000

51 改正 医薬部外品適合性調査申請（定期）（一般）【基本】 73,000 105,000

52 改正 医薬部外品適合性調査申請（定期）（一般）【品目加算】 1,000 1,500

53 改正 医薬部外品適合性調査申請（定期）（包装等）【基本】 39,400 56,000

54 改正 医薬部外品適合性調査申請（定期）（包装等）【品目加算】 300 500

55 改正 医薬部外品適合性調査申請（定期）（外部試験機関等）【基本】 39,400 56,000

56 改正 医薬部外品適合性調査申請（定期）（外部試験機関等）【品目加算】 300 500

57 新設 医薬部外品適合性調査申請（定期）（保管製造所）【基本】 56,000

58 新設 医薬部外品適合性調査申請（定期）（保管製造所）【品目加算】 500

59 新設 医薬部外品適合性調査申請（必要時）（無菌）【基本】 128,000

60 新設 医薬部外品適合性調査申請（必要時）（無菌）【品目加算】 3,000

61 新設 医薬部外品適合性調査申請（必要時）（一般）【基本】 105,000

62 新設 医薬部外品適合性調査申請（必要時）（一般）【品目加算】 1,500

63 新設 医薬部外品適合性調査申請（必要時）（包装等）【基本】 56,000

64 新設 医薬部外品適合性調査申請（必要時）（包装等）【品目加算】 500

65 新設 医薬部外品適合性調査申請（必要時）（保管製造所）【基本】 56,000

No

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の改正に伴う関係手数料の新設及び改定

手数料の名称区分 改定前手数料額 改定後手数料額案
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No 手数料の名称区分 改定前手数料額 改定後手数料額案

66 新設 医薬部外品適合性調査申請（必要時）（保管製造所）【品目加算】 500

67 新設 医薬品区分適合性調査申請（無菌）【基本】 128,000

68 新設 医薬品区分適合性調査申請（無菌）【製販加算】 10,000

69 新設 医薬品区分適合性調査申請（無菌）【品目加算】 3,000

70 新設 医薬品区分適合性調査申請（一般）【基本】 105,000

71 新設 医薬品区分適合性調査申請（一般）【製販加算】 8,000

72 新設 医薬品区分適合性調査申請（一般）【品目加算】 1,500

73 新設 医薬品区分適合性調査申請（包装等）【基本】 56,000

74 新設 医薬品区分適合性調査申請（包装等）【製販加算】 5,000

75 新設 医薬品区分適合性調査申請（包装等）【品目加算】 500

76 新設 医薬品区分適合性調査申請（保管製造所）【基本】 56,000

77 新設 医薬品区分適合性調査申請（保管製造所）【製販加算】 5,000

78 新設 医薬品区分適合性調査申請（保管製造所）【品目加算】 500

79 新設 医薬部外品区分適合性調査申請（無菌）【基本】 128,000

80 新設 医薬部外品区分適合性調査申請（無菌）【製販加算】 10,000

81 新設 医薬部外品区分適合性調査申請（無菌）【品目加算】 3,000

82 新設 医薬部外品区分適合性調査申請（一般）【基本】 105,000

83 新設 医薬部外品区分適合性調査申請（一般）【製販加算】 8,000

84 新設 医薬部外品区分適合性調査申請（一般）【品目加算】 1,500

85 新設 医薬部外品区分適合性調査申請（包装等）【基本】 56,000

86 新設 医薬部外品区分適合性調査申請（包装等）【製販加算】 5,000

87 新設 医薬部外品区分適合性調査申請（包装等）【品目加算】 500

88 新設 医薬部外品区分適合性調査申請（保管製造所）【基本】 56,000

89 新設 医薬部外品区分適合性調査申請（保管製造所）【製販加算】 5,000

90 新設 医薬部外品区分適合性調査申請（保管製造所）【品目加算】 500

91 改正 輸出用医薬品適合性調査申請（届出時）（無菌） 49,000 71,000

92 改正 輸出用医薬品適合性調査申請（届出時）（一般） 29,000 53,000

93 改正 輸出用医薬品適合性調査申請（届出時）（包装等） 13,500 24,000

94 改正 輸出用医薬品適合性調査申請（届出時）（外部試験機関等） 13,400 24,000

95 新設 輸出用医薬品適合性調査申請（届出時）（保管製造所） 24,000

96 改正 輸出用医薬品適合性調査申請（定期）（無菌）【基本】 104,300 128,000

97 改正 輸出用医薬品適合性調査申請（定期）（無菌）【品目加算】 2,100 3,000

98 改正 輸出用医薬品適合性調査申請（定期）（一般）【基本】 73,100 105,000

99 改正 輸出用医薬品適合性調査申請（定期）（一般）【品目加算】 1,000 1,500

100 改正 輸出用医薬品適合性調査申請（定期）（包装等）【基本】 39,500 56,000

101 改正 輸出用医薬品適合性調査申請（定期）（包装等）【品目加算】 300 500

102 改正 輸出用医薬品適合性調査申請（定期）（外部試験機関等）【基本】 39,400 56,000

103 改正 輸出用医薬品適合性調査申請（定期）（外部試験機関等）【品目加算】 300 500

104 新設 輸出用医薬品適合性調査申請（定期）（保管製造所）【基本】 56,000

105 新設 輸出用医薬品適合性調査申請（定期）（保管製造所）【品目加算】 500

106 改正 輸出用医薬部外品適合性調査申請（届出時）（無菌） 49,000 71,000

107 改正 輸出用医薬部外品適合性調査申請（届出時）（一般） 29,000 53,000

108 改正 輸出用医薬部外品適合性調査申請（届出時）（包装等） 13,500 24,000

109 改正 輸出用医薬部外品適合性調査申請（届出時）（外部試験機関等） 13,400 24,000

110 新設 輸出用医薬部外品適合性調査申請（届出時）（保管製造所） 24,000

111 改正 輸出用医薬部外品適合性調査申請（定期）（無菌）【基本】 104,300 128,000

112 改正 輸出用医薬部外品適合性調査申請（定期）（無菌）【品目加算】 2,100 3,000

113 改正 輸出用医薬部外品適合性調査申請（定期）（一般）【基本】 73,100 105,000

114 改正 輸出用医薬部外品適合性調査申請（定期）（一般）【品目加算】 1,000 1,500

115 改正 輸出用医薬部外品適合性調査申請（定期）（包装等）【基本】 39,500 56,000

116 改正 輸出用医薬部外品適合性調査申請（定期）（包装等）【品目加算】 300 500

117 改正 輸出用医薬部外品適合性調査申請（定期）（外部試験機関等）【基本】 39,400 56,000

118 改正 輸出用医薬部外品適合性調査申請（定期）（外部試験機関等）【品目加算】 300 500

119 新設 輸出用医薬部外品適合性調査申請（定期）（保管製造所）【基本】 56,000

120 新設 輸出用医薬部外品適合性調査申請（定期）（保管製造所）【品目加算】 500

121 新設 地域連携薬局又は専門医療機関連携薬局の認定証書換え交付 2,000

122 新設 地域連携薬局又は専門医療機関連携薬局の認定証再交付 2,900

123 新設 医薬品、医薬部外品、化粧品の保管製造所の登録証書換え交付 2,000

124 新設 医薬品、医薬部外品、化粧品の保管製造所の登録証再交付 2,900

125 新設 医薬品又は医薬部外品の基準確認証書換え交付 2,000

126 新設 医薬品又は医薬部外品の基準確認証再交付 2,900

1 新設 覚醒剤原料取扱者の指定証の再交付 2,700

2 新設 覚醒剤原料研究者の指定証の再交付 2,700

覚醒剤取締法関係手数料の新設

No 区分 手数料の名称 改定前手数料額 改定後手数料額案
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新型コロナウイルス感染症の状況について 

１．新型コロナウイルス感染症の発生状況等 

 昨年４月９日に県内で初めて感染者が確認されてから６月21日までに、計551

人の感染が確認されました。本年４月以降は４月65人、５月189人、６月９人の感

染が確認されています。 

 陽性患者の発生状況（６月21日時点） 

（※週単位での集計） 

 ＰＣＲ等検査の実施状況６月第２週末時点） 

（※週単位での集計） 

文 教 厚 生 委 員 会 資 料 

令和３年６月２４日・２５日 

健康福祉部感染症対策室 
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２．医療提供体制 

 病床の確保・使用状況（６月21日時点) 

病床使用率

即応病床
(Ｂ)

確保病床
(Ｃ/Ａ)

即応病床
(Ｃ/Ｂ)

324床 154床 4人 1.2% 2.6%

県内確保
病床数
(Ａ)

入院患者数
(Ｃ)

（令和２年11月以降の日別状況） 

 軽症者等の宿泊療養 

・患者の増加に備え、軽症者や無症状者の療養のための宿泊施設として98室を

確保 

玉造国際ホテルRivage Choraku（松江市・45室） 

島根県立青少年の家「サン・レイク」（出雲市・33室） 

島根県立少年自然の家（江津市・20室） 

８月を目途に、宿泊療養専用のプレハブ施設を整備予定（松江市・80室） 

・宿泊療養の状況 

稼働期間  ５/29～６/４ 

療養者総数 ２人 
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新型コロナウイルス感染症の医療提供体制について 

今後の新型コロナウイルスの感染拡大に備えて、これまでの取組や経験を踏まえ、医

療提供体制を強化した、新たな「新型コロナウイルス感染症における島根県病床確保計

画」を策定しました。 

計画策定に当たっては、国から、今後の感染拡大に備えた医療提供体制で対応可能と

想定した以上の患者数が発生する事態や短期間で急激な感染拡大が生じる事態が起こり

うることから感染者急増時の緊急的な患者対応についても策定するよう示されています。 

「病床確保計画」の策定 

○基本的な考え方（第１～４段階） 

＜入院病床＞ 

・複数クラスターの発生に備え、 

ピーク時の推計入院患者１４７人に対し第４段階で２２０床を確保 

（前計画との差＋２０床） 

・通常の医療との両立を見据え、患者増加に応じて段階ごとに設定 

＜宿泊療養＞ 

・ピーク時の推計宿泊療養患者６１名を上回る９８室を引き続き確保 

(玉造国際ホテル４５室＋県立少年自然の家２０室＋県立青少年の家サン・レイク 

３３室) 

○感染者急増時の緊急的な患者対応（第５段階） 

・新規感染者数の２倍を基礎とした急増時の推計患者総数３２０人に対し、今回の計画

策定に向け医療機関と調整し確保した入院病床３２４床及び宿泊療養施設９８室で

感染者急増時に対応 

  ※推計上の最大新規感染者数１６人/日×２×療養日数１０日 

【病床確保計画】 

段階 入院患者数 
確保病床数 

（うち重症） 

宿泊療養

確保室数 
備 考 

１  ０～２９ １１５（５） －(98) 宿泊療養受入は第２段階から 

２ ３０～４９ １２０（１０） ９８ 

３ ５０～９９ １７０（２０） ９８ 

４ １００～１４７ ２２０（２５） ９８ 

５ 最大２３７ ３２４（２５） ９８ 感染者急増時の緊急的な対応

※即応病床の確保・調整については感染者の発生状況等を踏まえて対応 

文 教 厚 生 委 員 会 資 料 

令和３年６月２４日・２５日 

健康福祉部感染症対策室 
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　○令和２年７月の患者推計に基づき確保した病床に、追加で病床を確保する。

　○国が今冬の感染状況を踏まえ、急減な感染拡大が生じた場合として示した患者推計数について、必要な病床を確保する。【推計】患者総数３２０人（概数）

【条件】 【推計】

＜５月まで＞

確保病床２５３床

患者推計 総患者数：30人(①) 80人(②＋②'） 150人(③＋③’） 208人（④＋④'）

居室４５室

（内　重症(計画)１０床）

新型コロナウイルス感染症における島根県病床確保計画【令和３年６月】

高齢者群中心モデル／実効再生産数1.7／基準日から３日後 患者総数２０８人／入院患者数１４７人（うち重症２１人）宿泊療養患者数６１人

入

院

（内　重症(計画２５床）

（内　重症２５床）

第５段階

（内　重症(計画２５床）

（内　重症(計画)２０床）

（内　重症(計画)５床）

第１段階（平時・感染初期） 第２段階 第３段階 第４段階

約320人(⑤＋⑤’）

宿
泊
療
養

居室３３室
（県立青少年の家）

サンレイク
居室２０室

（県立少年自然の家）

（玉造国際ホテル）

推計入院患者数
（ ）重症患者

推計ピーク時

推計宿泊療養患者数 ピーク時

30人(3)…①

50人(7) ･･②
１１５床 １２０床

９８室９８室居室 ９８室

１７０床

100人(15)･･③

２２０床

147人(21人)･･④

30人 ･･ ②'

50人･･･③

61人･･･④'９８室

３２４床

９８室

237人･･⑤

83人･･･⑤
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新型コロナウイルスワクチンの接種の状況 
１．優先接種順位 

２．県内のワクチン接種の状況 

（１）医療従事者等の優先接種  2 月時点で約 26 千人 → 実績：約 28 千人程度になると見込む 

     ※６月２０日現在 医療従事者等（1 回目２７，７８３人、2 回目２４，５９４人) 

     現在、医療従事者等向けに優先配分されたワクチンの残バイアルの調整中 

     ・4 月以降の新規採用者など未接種の方 

     ・保健所等、接種の順番を遅めに設定していた方 

（２）高齢者等の住民向け接種の状況 

    ①高齢者（65 歳以上）の優先接種  接種を希望する方の 2 回接種を 7 月末までに完了見込み 

      ※1 回目の接種・予約状況（6 月末見込み）：人口比で約 7 割（229 千人×0.7≒約 160 千人） 

7 月 4 日までにワクチン 438 箱（243 千人の 2 回接種相当）が国から配分 

    ②16～64 歳の方  市町村から接種券を 6 月中旬以降発送し、順次、予約・接種を開始 

※高齢者接種の進捗を踏まえつつ各市町村で予約・接種開始時期を調整 

  7 月中旬頃から徐々に基礎疾患を有する方などへ接種対象が広がる予定 

    ③12歳～15歳の方 市町村の準備が整い次第、接種券を発送（保護者の同意、接種時同伴が原則）

医療従事者等への接種

クーポン配布 高齢者への接種

予診票の様式で確認

予診票の記載で確認

ク
｜
ポ
ン
配
布

基礎疾患を有する者（高齢者
以外）への接種

高齢者施設等の従事者への
接種

予診票の記載で確認
（自己申告）

勤務先の施設が発行
する証明書で確認

60～64歳の者
（ワクチンの供給量による）

上記以外の者（ワクチンの供給量
や地域実情等を踏まえ順次接種）

ファイザー 武田／モデルナ アストラゼネカ
対象年齢 １２歳以上 １８歳以上 １８歳以上

接種回数
2回

（21日間隔）
2回

（28日間隔）
2回

（28日～84日間隔）

保管温度
－75℃±15℃：6ヶ月
２～８℃：1ヶ月

－20℃±5℃：６ヶ月
２～８℃：30日*

※６ヶ月の有効期間中に限る

2～8℃：６ヶ月

1バイアルの
接種回数

一般 5回分/バイアル
特殊 6回分/バイアル

10回分/バイアル 10回分/バイアル

備  考 2月以降、全国で接種
5月下旬から自衛隊や企業等が
設置する大規模会場で使用

国内での使用のあり方につい
て引き続き検討

(

参
考

)

ワ
ク
チ
ン
の
概
要

高齢者接種の目処が

つき次第、順次開始 

基礎疾患を有する者

は予約の際に配慮 

文 教 厚 生 委 員 会 
令和 3年 6 月 24 日･25 日 
健康福祉部感染症対策室 
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４．厚生科学審議会 (予防接種・ワクチン分科会 副反応検討部会)での分析・評価 

第 6１回 令和 3 年６月９日開催  当日資料 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_19142.html 

〔概略〕  ・対象となる報告 令和 3 年 2 月 17 日～5 月 30 日報告分 

（参考） ・ 島根県内医療機関から国に報告された副反応疑い ５３件 （6 月 21 日現在） 

５．モデルナ社製ワクチンを使用した接種に関する取り組み状況 

ワクチン接種に関する地域の負担を軽減し、接種の加速化を図るため、企業や大学等において、職域（学校

等を含む）単位でモデルナ社製ワクチンの接種を行う「職域接種」の国への申請受付が 6 月 8 日から開始。 

国への申請（6 月 21 日現在） 10 団体  内訳：国の承認済み 6 件、国の承認待ち 4 件 

                                  ・ 企   業  4 件 

                                             ・その他法人  2 件 

(報告頻度）

(報告頻度)
うち
死亡報告数
（報告頻度）

10,658 1,260 122
0.08% 0.01% 0.00%

医療機関から「関連あり」
と報告 7,491 819 6
医療機関から「関連なし」
または「評価不能」と報告 3,167 441 116

男性 1,911 249 59
女性 8,728 1,007 63
不明 19 4 0

アナフィラキシー事例とし
て報告されたもの 1,263

接種後の死亡事例として報告された事例に対する専門家の評価結果
件数

0
0

139
※令和3年2月17日～5月30日までに死亡事例として報告され、分析・評価した139事例

副反応疑い報告数
うち重篤報告数5月30日現在

推定接種者数
（回分）

13,059,159

予防接種法に基づく
医療機関からの
副反応疑い報告

内
訳
①

内
訳
②

因果関係評価結果（公表記号）
α（ワクチンと症状名との因果関係が否定できないもの）
β（ワクチンと症状名との因果関係が認められないもの）
γ（情報不足等によりワクチンと症状名との因果関係が評価できないもの）

令和3年6月9日開催
第61回審議会
資料1-1-1より

接種から発症までの日数別報告件数
新型コロナワクチン（ファイザー） 件数 0日 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8～14日 15日以降 不明
合計報告症状数 1,283 61 14 11 11 6 0 4 13 7 2
アナフィラキシー 1,263 1,225 29 5 1 1 1 1
けいれん 39 25 8 3 1 1 1
ギラン・バレ症候群 6 1 1 2 2
急性散在性脳脊髄炎（ADEM) 5 3 1 1
血小板減少性紫斑病 7 1 1 4 1
血管炎 5 1 2 1 1
無菌性髄膜炎 8 1 1 2 3 1
脳炎・脳症 4 2 1 1
関節炎 36 16 17 1 1 1
脊髄炎 3 1 1 1
心筋炎 5 1 2 1 1
顔面神経麻痺 27 5 2 4 3 4 3 1 1 4
血管迷走神経反射＿失神を伴う 4 4
第61回審議会資料1-1-1 p26より転用 ※医療機関からの副反応疑い報告のデータを元に国立感染症研究所作成
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新型コロナウイルス感染症対策調整費の執行について 

１．概要 

 新型コロナウイルス感染症の影響により新たに生じる財政需要に機動的に対

応するため令和３年度当初予算で設定されている枠予算「新型コロナウイルス

感染症対策調整費」を活用し、以下の事業を実施する。

２．実施内容 

社会福祉施設（入所施設）で感染者が発生した場合の対応 

・介護施設等及び障害者支援施設等において、施設内で感染者との接触を

避けるため、解体予定の出雲市内の特別養護老人ホームを陰性者の一時

滞在施設として借り上げ            56,000千円

・県所管の救護施設（１施設）において、軽症者の施設内療養を行うため

に必要な改修を実施                 6,000千円

  ・児童養護施設等において、陰性者の受け入れ先として、施設近隣の民間

宿泊施設を活用                                        3,192千円

児童相談所等（県立施設）における衛生用品の購入及び一時保護児童等の

ＰＣＲ検査の実施 5,255千円

「まめネット」web 会議サービス支援 

   医療・介護従事者間や医療・介護従事者間を媒介した患者への感染拡大

防止のため、「まめネット」の web会議サービスを活用する医療機関や介

護施設等の負担軽減を行い、遠隔診療体制の整備を支援 4,385千円

３．総額 74,832千円

文 教 厚 生 委 員 会 資 料

令和３年６月 2 4 日・2 5 日

健康福祉部健康福祉総務課
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飲食店の感染予防対策強化事業について 

１ 趣旨 

   飲食店における感染防止対策を徹底するために、第三者認証制度(「しま 

ね安心なお店」認証制度)を導入し、県民及び来県者が安心して飲食店を利 

用できるようにする。 

   また、認証に必要な感染対策機器類の購入経費を補助することにより認

証取得を促進する。 

２ 概要 

（１）第三者認証制度（薬事衛生課） 

    認証を希望する飲食店を個別訪問し、県が策定した感染防止対策の基 

準を満たしている飲食店を県が認証 

    ※別紙参照 

(２) 感染対策機器類の購入経費補助 (しまねブランド推進課) 

感染対策機器類（アクリル板、消毒設備等）の購入経費を補助する。 

補助率２/３、補助上限額２０万円 

※現地確認を含む認証事務及び補助金交付事務は、民間委託予定 

３ 対象施設（認証・補助共通） 

   客席を設けて飲食させる飲食店（喫茶店、スナック等を含む。） 

約５，５００施設 

４ 申請受付（認証・補助共通） 

   令和３年８月中旬 

文教厚生委員会資料 

令和 3年 6月 24 日･25 日 

健康福祉部薬事衛生課 
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別紙 

第三者認証制度（「しまね安心なお店」認証制度） 

１ 認証の流れ 

   申 請 

        認証を希望する飲食店が申請 

   現地確認 

        飲食店を個別訪問し、認証基準を満たしているか確認 

   認証決定・認証マーク交付・ＨＰ公表 

２ 認証基準 
   国が示す認証基準（案）（約４０項目）をもとに県認証基準を策定 

「県の認証基準（案）」抜粋 

【来店者の感染症予防】 

・店内入口に消毒設備を設置し、入店時の手指消毒を呼びかける。 

 ・発熱や風邪症状、嘔吐・下痢等の症状がある者は入店しないよう表示 

する。 

 ・飲食時以外のマスク着用を周知する。 

・レジ等の対面接客場所にアクリル板等を設置する。現金はコイントレ 

イを介した受け渡し、またはキャッシュレス決済を導入する。 

・客席の間隔を最低１ｍ以上確保するか、または席間にアクリル板等を 

設置する。 

・トイレの入り口付近（客席側）に、消毒設備を設置する。  

                             など 

【従業員の感染症予防】 

・常にマスクを着用し咳エチケットを徹底する。大声での会話を避ける。

・業務開始前に検温・体調確認を実施する。発熱や風邪症状、嘔吐・下痢

等の症状がある場合には、出勤を停止する。 

・定期的に、かつ、他者の接触が多い場所・物品に触れた後などに、手洗

いや手指消毒を実施する。 

                             など 

【施設・設備の衛生管理の徹底】 

 ・十分な換気を実施する（30 分に 1回、5 分程度、2方向の窓を全開等）。

・他人と共用する物品や複数の人の手が触れる場所を定期的に清拭消毒 

する。 

                            など 

【感染者発生に備えた対処方針】 

 ・施設の従業員の感染が判明した場合は、保健所の指示・調査等に誠実か

つ積極的に対応・協力する。 

                              など 
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島根県再犯防止推進計画（案）について 

１ 計画の概要 

（１）計画の位置づけ 

「再犯の防止等の推進に関する法律」（平成 28 年法律第 104 号、以下「再犯

防止推進法」という。）において、国との適切な役割分担を踏まえた施策の実施

や地方再犯防止推進計画の策定が定められたことを受け、再犯防止推進法第８

条第１項に基づく「地方再犯防止推進計画」として策定 

（２）計画の目的 

誰もが地域社会の一員として生活することのできる安全で安心な社会を実

現するために、犯罪をした者等の更生や社会復帰に対する理解・協力及び支援

の輪を県全体に広げ、支援対象者の背景にある生活課題や生きづらさに寄り添

いながら、その立ち直りを見守り、支え、孤立しない環境づくりを推進する 

（３）計画期間 

令和３年６月から令和８年３月までの５年間 

（４）計画の構成 

別表のとおり 

２ 素案に対する意見照会 

（１）市町村及び関係団体への意見照会 

①実施期間：令和３年２月４日～令和３年２月２２日 

  ②実施方法：郵送による意見照会 

  ③対  応：２件の軽微な字句訂正 

（２）パブリックコメントの状況 

①実施期間：令和３年３月２９日から令和３年４月３０日 

  ②実施方法：県ホームーページ、地域福祉課、県政情報センター等での閲覧、 

郵送、ファックス、電子メールによる意見受付 

  ③対  応：意見０件 

（３）計画策定委員への意見照会 

  ①実施期間：令和３年２月２日～令和３年５月１４日 

  ②実施方法：郵送による意見照会 

  ③対  応：１４件の意見のうち、１２件について意見を反映し、素案を修正

  （詳細別紙） 

３ スケジュール 

・令和３年６月２日 第４回県再犯防止推進計画策定委員会開催（計画最終案の審議） 

・令和３年６月中  策定・公表 

文 教 厚 生 委 員 会 資 料

令和３年６月２４日・２５日 

健康福祉部地域福祉課
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別表 

計画の構成 主な記載事項等 

第 1章 計画の基本的な考え方 

 １ 計画策定の趣旨 

 ２ 計画の位置づけ 

 ３ 計画の期間 

 ４ 再犯防止施策の対象者 

⇒再犯防止推進法第８条第１項に基づく「地

方再犯防止推進計画」 

⇒令和３年度（初年度）～令和７年度（５年

間） 

第２章 基本方針・重点課題及び再犯防止 

等に関する施策の指標 

 １ 基本方針 

 ２ 重点課題 

 ３ 成果指標 

 ４ 参考指標 

地域における「息の長い支援」など 

施策体系１～６ 

刑法犯検挙者中の再犯者数・再犯者率 

⇒国計画に掲げられた施策の指標を参考 

第３章 島根県における再犯防止を取り巻く

状況 

犯罪の発生状況や就労・住居の確保の状況等

の統計データ 

第４章 今後取り組んでいく施策 

 １ 就労・住居の確保等のための取組 

 （１）就労の確保等 

 （２）住居の確保等 

サポステ等各就労支援機関による個別の事情

に応じた就労支援 など 

県営住宅の優先入居対象の拡大 など

 ２ 保健医療・福祉サービスの利用の促進等

のための取組 

 （１）高齢者又は障がい者等への支援等 

 （２）薬物依存等を有する者への支援等 

県地域生活定着支援センターによる保健医療

福祉のサービス利用に向けた支援、関係機関

とうの連携強化 など 

薬物問題に関する相談窓口の開設、ギャンブ

ル依存症に対する専門支援プログラムの普及 

など 

 ３ 子どもの非行防止と健全育成、学校等と

連携した修学支援の実施等のための取組 

子ども・若者の相談支援機関による相談対応 

など 

 ４ 犯罪をした者等の特性に応じた効果的な

指導の実施等のための取組 

警察や矯正施設等の連携による暴力団離脱に

向けた働きかけ など 

 ５ 民間協力者の活動の促進等、広報・啓発

活動の推進等のための取組 

 （１）民間協力者の活動の促進等 

 （２）広報・啓発活動の推進等 

保護司等の人材確保や協力雇用主等の確保に

向けた啓発 など 

“社会を明るくする運動”や“再犯防止啓発

月間”を通じた広報・啓発活動 など 

 ６ 国・民間団体等との連携強化等のための

取組 

更生支援に関する現状等の共有、意見交換を

行う「地域再犯防止推進市町村等担当者会議」

の開催など 

第５章 推進体制 計画の進捗管理を行う「再犯防止推進委員会」

の設置 
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島 根 県 再 犯 防 止 推 進 計 画 概 要

１ 就労・住居の確保等のための取組
第4章 今後取り組んでいく施策

１ 計画策定の趣旨
・刑法犯検挙者に占める再犯者が上昇傾向。

・こうした背景には、生活困窮や疾病、障がい、高齢で身
寄りがないなど様々な生活課題を抱えている者が多く存
在する。

・犯罪をした者等の社会復帰に対する理解や支援の輪
を県全体に広げ、対象者の背景にある様々な生活課題
や生きづらさに寄り添いながら、その立ち直りを見守り、
支え、孤立しない環境づくりを推進し、安全・安心な社会
の実現のため、県計画を策定する。

第1章 計画の基本的な考え方 第2章 基本方針・重点課題及び再犯
防止等に関する施策の指標

第3章 島根県における再犯防止を取り巻く状況

２ 計画位置づけ
再犯防止推進法に基づく「地方再犯防止推進計画」

３ 計画の期間
令和3年度から令和7年度までの5年間

４ 再犯防止施策の対象者
起訴猶予、執行猶予、罰金・科料を受けた者、矯正施
設出所者、非行のある少年又は非行少年であった者の
うち、支援が必要な者

１ 基本方針
（１）地域における「息の長い支援」

（２）支援者間の連携、協働

（３）民間協力者の理解、支援活動の促進

２ 重点課題
（１）就労・住居の確保

（２）保健医療・福祉サービスの利用の促進

（３）子どもの非行防止と健全育成、学校等と連携した修学

支援の実施

（４）犯罪をした者等の特性に応じた効果的な支援の実施

（５）民間協力者の活動の促進、広報・啓発活動の推進

（６）国・民間団体等との連携強化

３ 成果指標
刑法犯検挙者中の再犯者数 328人以下

刑法犯検挙者中の再犯者率 47％以下

基準値：令和元年 410人 52％

県の現状
（１）犯罪の発生状況 （２）就労・住居の確保等関係 （３）保健医療・福祉のサービスの利用の促進等関係

（４）学校等と連携した修学支援の実施等関係 （５）民間協力者の活動の促進等、広報・啓発活動の推進等関係

（１）就労の確保

・ 各就労支援機関による個別支援の充実強化

（２）住居の確保

・ 県営住宅の優先入居対象の拡大

２ 保健医療 ・福祉サービ スの利用の促進等
のための取組

（１）高齢者又は障がい者等への支援

・ 地域生活定着支援センターによる支援の充実強化

・ 支援関係者の連携体制の構築

（２）薬物依存等を有する者への支援

・ 薬物問題に係る関係機関の連携強化、効果的な

支援の検討

・ ギャンブル等依存症に関する専門支援プログラムの普及

３ 子どもの非行の防止と健全育成、学校等
と連携した修学支援の実施等のための取組

（１）民間協力者の活動等の促進等

・ 保護司や協力雇用主の確保に向けた啓発

（２）広報・啓発活動の推進等

・ “社会を明るくする運動”の推進

・ 矯正施設、更生保護団体による活動の広報・啓発

４ 犯罪をした者等の特性に応じた効果
的な支援の実施等のための取組

５ 民間協力者の活動の促進等、広報 ・
啓発活動の推進等のための取組

６ 国 ・民間団体等との連携強化等の
ための取組

第5章 推進体制
再犯防止推進委員会を設置し、関係機関・団体と連携を図りながら、再犯防止に係る施策や必要な支援の検証及
び情報共有を行う。

・ 再犯防止に係る取組や支援状況の共有を行う

「地域再犯防止推進市町村等担当者会議」を開催
・ 子ども・若者の相談支援機関における支援の充実

・ 警察や矯正施設等の連携強化による暴力団離脱に

向けた支援の実施

・ 少年サポートセンターによる支援の実施
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No

成果指標について
　国計画の成果目標は「再犯者数を２割以上減」
であり、県計画では２０％減となる「再犯者数を
３２８名以下にする」ことを目標としている。
これは決して達成不可能な数値ではないので、ア
ピールする意味合いでもさらに高い目標を設定す
べきではないか。

成果指標について
　再犯者数を令和７年末までに３２８名以下とす
る目標値は、非常に達成のハードルが高い値であ
ると感じるため、過去５年間の減少率６．８％を
参考に「再犯者数を１０％以上減とする」でも良
いのではないか。
　また、再犯者率も増加傾向にあることから、
「期間中の平均が令和元年の５２％を下回る」こ
とを成果指標としても良いのではないか。

2

3

6

　コレワーク中国の取組を追記してもらいたい。

　再入率のデータが少し古いのではないか。 　平成２７年のデータを平成２９年のデータに修正しました。（P25）7

　コレワーク中国の取組内容を紹介する資料を追加しました。（P21、P22）

　再犯防止に係る取組は即効性があるものではなく、計画を策定したことのみをもってす
ぐに再犯者が減るものではありませんが、取組を推進する上で目標は必要であると考えま
す。
　成果指標のうち、再犯者数については、政府目標を参考に目標値を設定し、再犯者率に
ついては、過去５年間の最小値を目標値としました。
　県としては、一人一人が孤立することなく地域に定着して暮らすことのできるよう、再
犯防止推進計画に基づき、各機関の連携強化や支援活動の促進など目標達成に向けて取り
組んで参ります。

4

　協力雇用主数の計上で「現在」とはいつの時点
を指すのか不明であるため、Ｐ１８の協力雇用主
の数値との整合性が担保されていない。

　しらふじ利用者の就労の現状について、追記し
てもらいたい。5

『各年４月１日時点において』を追記しました。（P7）

　更生保護施設「しらふじ」利用者の現状について、追記しました。（P18）

別紙

ご意見（要約） ご意見に対する県の対応・考え方

1

「島根県再犯防止推進計画」（素案）にいただいた意見等

 目的、基本方針において、対象者からの側面を
追加すべきと考える。

　計画策定の趣旨及び基本方針において、支援対象者からの側面の記載を追加しました。
（P1、P4）

No ご意見（要約） ご意見に対する県の対応・考え方

12
　更生保護施設「しらふじ」の取組を追記しても
らいたい。

　更生保護施設「しらふじ」の取組内容を追加しました。（P35）

　島根県立大学ＢＢＳサークルの取組内容を追加しました。（P38）

　島根あさひ社会復帰促進センターの取組内容を紹介する資料を追加しました。（P42）

9
　島根県地域生活定着支援センターの取組内容を
追記してもらいたい。

　島根県地域生活定着支援センターの取組内容を追加しました。（P28）

　島根法務少年支援センターの取組内容を紹介する資料を追加しました。（P31）

　島根あさひ社会復帰促進センターの具体的な取組内容を追記し、資料を追加しました。
（P33、P36、P37）

10
　島根法務少年支援センターの取組を追記しても
らいたい。

11

　島根あさひ社会復帰促進センターの取組の記載
内容を変更し、資料を添付してもらいたい。

14
　島根あさひ社会復帰促進センターの資料を添付
してもらいたい。

13
　島根県立大学ＢＢＳサークルの取組を追記して
もらいたい。

　松江地方検察庁刑事政策推進班の取組を追記し
てもらいたい。8

　松江地方検察庁刑事政策推進班の取組内容を紹介する資料を追加しました。（P27）
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島根県保健医療計画の中間評価及び見直しについて 

１ 経緯 

県保健医療計画（計画期間：平成 30(2018)年～令和５(2023)年）の中間年にあたり、国の指 

  針を踏まえ、これまでの取組や数値目標の達成状況を評価し、必要に応じて時点修正や数値目 

標の再設定等の見直しを行う。 

※新型コロナウイルス感染症の国内における感染状況を勘案し、昨年度国から発出された通知に基づ 

き、見直し後の計画適用時期を「令和３年４月」から「令和３年度中」に変更 

２ 概要 

（１）国の指針を踏まえた見直し 

５疾病・５事業（※）及び在宅医療について「現状と課題」、「施策の方向」、「数値目標」の 

  見直しを実施（第５章） 

 ※５疾病･･･がん、脳卒中、心筋梗塞等の心血管疾患、糖尿病、精神疾患 

  ５事業･･･救急医療、災害医療、地域医療、周産期医療、小児医療 

（２）新興感染症等への対応に関する記載の追加 

医療法の改正により、次期医療計画策定時（令和６(2024)年度～）から６事業目として、 

  新興感染症等への対応に関する事項を追加し、具体的な記載内容を検討されていることから、

今回の中間見直しでは次期改定を見据え、新型コロナウイルス感染症を含む新興感染症等に関

する基本的な考え方や現状と課題等について記載（第４章・第６章） 

（参考）現行計画における記載項目    

第１章 基本的事項 
第２章 地域の現状 
第３章 医療圏及び基準病床数 
第４章 地域医療構想 
第５章 医療提供体制の現状、課題及び施策の方向 
    ＊５疾病・５事業及び在宅医療 等 
第６章 健康なまちづくりの推進 
    ＊感染症保健・医療対策、健康危機管理体制の構築 等 
第７章 保健医療従事者の確保及び医療・保健・福祉システムの構築 
第８章 将来の保健医療提供体制の確保に向けた事業の推進

３ 数値目標の達成状況と評価（次ページ以降）

４ スケジュール 

 令和３年３月  医療審議会（見直しの方向について審議：承認） 

６月  文教厚生委員会へ上記を報告（本日） 

７月  医療審議会（計画素案の審議） 

           ※関係機関に意見照会、パブリックコメントの実施 

       ９月  文教厚生委員会へ報告 

       10月  医療審議会（計画案の諮問・答申） 

文教厚生委員会資料 

令和３年６月２４日・２５日

健康福祉部医療政策課 
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【数値目標の達成状況と評価】 

※赤字･･･策定時と比較して、改善または目標値を達成しているもの 

〈がん〉 

・がん 75歳未満年齢調整死亡率は策定時から低下しており、順調に推移している。 

・若年がん患者の妊孕（にんよう）性温存が課題であることから、がん診療連携拠点病院等による「がん・生殖医療 

ネットワーク」と連携し、相談体制の整備に取り組むことを記載する。 

〈脳卒中〉 

・脳血管疾患年齢調整死亡率は順調に低下しているが、脳卒中年齢調整初発率はほぼ横ばいで推移している。 

・患者及びその家族への支援、緩和ケア、治療と仕事の両立支援等が課題であり、今後取り組んでいくべき事項とし 

て記載する。 

〈心筋梗塞等の心血管疾患〉 

・虚血性心疾患の年齢調整死亡率は男女とも策定時から低下しているが、メタボリックシンドロームの該当者及び予 

備群の減少率は改善がみられていない状況にある。 

・急性期から慢性期の一貫したリハビリテーション提供体制や多職種連携による継続的な支援、患者及びその家族へ

の支援、緩和ケア等が課題であり、今後取り組んでいくべき事項として記載する。 

策定時 直近把握数値 備　考

男 105.2
女　54.9

(平成27(2015))

男　89.2
女　47.7

(平成30(2018))

国立がん研究セン
ターがん情報サービ
ス「がん登録・統
計」

胃がん　　　60.9
肺がん　　　37.1
大腸がん　　51.8
子宮頸がん　 8.1
乳がん(女)　73.2
肝がん　　　18.4
(平成25(2013))

胃がん　　　56.5
肺がん　　　49.4
大腸がん　　59.6
子宮頸がん　12.1
乳がん(女)　82.2
肝がん　　　17.2
(平成28(2016))

島根県がん登録

胃がん　　　55.1%
肺がん　　　32.6%
大腸がん　　59.3%
子宮頸がん　80.8%
乳がん(女)　60.3%
(平成25(2013))

胃がん　　　60.3%
肺がん　　　42.0%
大腸がん　　59.0%
子宮頸がん　86.3%
乳がん(女)　68.1%
(平成28(2016))

島根県がん登録

全がん
62.3%

(平成20(2008))

全がん
60.2%

(平成24(2012))
島根県がん登録

目　標

男　86.1
女　50.4

低減

各がん
10%増加

増加

①がん75歳未満年齢調整死亡率
　（人口10万対）

②がん年齢調整罹患率（人口10万対）

③臨床進行度　早期がん（上皮内がん及び
　限局）の割合

項　　目

④全がん５年相対生存率

策定時 直近把握数値 備　考

男 43.0
女 22.7

(平成23(2011)～
平成27(2015)平均値)

男 37.4
女 20.7

(平成26(2014)～
平成30(2018)平均値)

SHIDS（島根県健康
指標データシステ
ム）

男 118.6
女  65.7

(平成27(2015))

男 121.9
女  61.0

(平成31(2019))

島根県脳卒中発症者
状況調査

男 42.5
女 21.8

①脳血管疾患年齢調整死亡率
　（人口10万対）

②脳卒中年齢調整初発率（人口10万対）

項　　目 目　標

男 96.0
女 55.0

策定時 直近把握数値 備　考
男 16.3
女  7.2

(平成23(2011)～
平成27(2015)平均)

男 14.4
女  6.2

(平成26(2014)～
平成30(2018)平均)

SHIDS（島根県健康
指標データシステ
ム）

18.5%減
(平成27(2015))

14.9%減
(平成30(2018))

特定健康診査・特定
保健指導の実施状況
に関するデータ

項　　目

①虚血性心疾患年齢調整死亡率
　（人口10万対）

②平成20(2008)年度と比べたメタボリック
　シンドロームの該当者及び予備群の減少
　率（40～74歳）

目　標

男 15.7
女  6.6

25%減
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〈糖尿病〉

・糖尿病性腎症による新規人工透析導入割合は、年によって増減があり、経年でみると横ばいで推移している。 

・健康寿命のさらなる延伸を目指して、令和２(2020)年度から「しまね健康寿命延伸プロジェクト事業」を展開し、

健康づくりや介護予防を一層推進している。 

〈精神疾患〉 

・入院後１年時点の退院率や慢性期入院需要など、一部の項目で令和２年度末の目標値に達していないものもある 

が、全体としては概ね順調に推移している。 

〈救急医療〉 

・数値目標はいずれも順調に推移している。 

・策定時からの課題に大きな変化はなく、引き続き施策の方向に基づいて取組を継続する。 

策定時 直近把握数値 備　考
男 5.4%
女 2.2%

(平成28(2016))
－

特定健康診査、事業
所健康診断結果

13.5
(平成27(2015))

11.5
(平成30(2018))

わが国の慢性透析療
法の現況

男 12.5%
女 10.4%

(平成28(2016))
－

特定健康診査、事業
所健康診断結果

男 5.4%
女 2.2%

①糖尿病年齢調整有病者割合（20～64歳）

②糖尿病性腎症による新規人工透析導入
　割合（人口10万対）

③糖尿病有病者でHbA1cが8.0%以上の者
　の割合（20～74歳）

8.0

男 11.1%
女  7.6%

項　　目 目　標

令和２
(2020)

令和６
(2024)

59.6%
(平成27(2015))

70.3%
(平成29(2017))

69.0% －
精神保健福祉
資料

77.5%
(平成27(2015))

84.9%
(平成29(2017))

84.0% －
精神保健福祉
資料

86.7%
(平成27(2015))

88.7%
(平成29(2017))

90.0% －
精神保健福祉
資料

2,170人
(平成26(2014))

1,938人
(令和元(2019))

2,009人 1,739人

472人
(平成26(2014))

431人
(令和元(2019))

454人 435人

386人
(平成26(2014))

323人
(令和元(2019))

382人 371人

1,312人
(平成26(2014))

1,184人
(令和元(2019))

1,173人 933人

④-4 精神病床における慢性期
　　 入院需要（65歳未満）

512人
(平成26(2014))

403人
(令和元(2019))

407人 306人

④-5 精神病床における慢性期
　　 入院需要（65歳以上）

800人
(平成26(2014))

781人
(令和元(2019))

766人 627人

－ － 112人 300人

－ － 42人 113人

－ － 70人 187人

④精神病床における入院需要
　（患者数）

④-1 精神病床における急性期
　　（３か月未満）入院需要

④-2 精神病床における回復期
　　（３か月以上１年未満）
　　　入院需要

備　考

患者調査、精神障が
いに係る島根県独自
患者調査等

患者調査、精神障が
いに係る島根県独自
患者調査等

策定時 直近把握数値
目　標

⑤地域移行に伴う基盤整備量
　（利用者数）

⑤-1 地域移行に伴う基盤整備量
　　 （65歳未満）

⑤-2 地域移行に伴う基盤整備量
　　 （65歳以上）

項　　目

①精神病床における入院後３か月時点
　の退院率

②精神病床における入院後６か月時点
　の退院率

③精神病床における入院後１年時点
　の退院率

④-3 精神病床における慢性期
　　（１年以上）入院需要

策定時 直近把握数値 備　考
25ヵ所

(平成29(2017))
25ヵ所

(令和２(2020))
県認定

４ヵ所
(平成29(2017))

４ヵ所
(令和２(2020))

県指定

316人
(平成29(2017))

358人
(令和２(2020))

県消防総務課
調査

項　　目 目　標

維持

維持

①救急告示病院の数

②救命救急センターの数

③救急救命士の数 396人
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〈災害医療（災害時公衆衛生活動を含む）〉 

・数値目標は概ね順調に推移している。 

・災害拠点精神科病院については、令和２年４月に１ヵ所指定し、当初の目標を達成している。 

〈地域医療（医師確保等によるへき地医療の体制確保）〉 

・しまね地域医療支援センターへの登録者等のうち、県内で研修・勤務する医師数や医師不足地域で研修・勤務する 

医師数は着実に増加しており、引き続き医師確保計画に基づき医師の確保に取り組む。 

・将来にわたって一次医療を維持・確保するため、各地域での病診連携や病院の役割等について話し合いを進めると 

ともに、地域で必要とされる総合診療専門医を養成・確保するための取組について記載する。 

〈周産期医療〉 

・周産期死亡率については全国平均以下を維持し、目標を達成しているが、医師数や助産師数は横ばいで推移して 

いる。 

・令和３年度より島根大学医学部附属病院は「地域周産期母子医療センター」から「総合周産期母子医療センター」 

へ移行し､「総合周産期母子医療センター」である県立中央病院は、同年度中に「地域周産期母子医療センタ－」 

へ移行し、新たな周産期医療体制のもと、連携体制を強化する。 

策定時 直近把握数値 備　考
10ヵ所

(平成29(2017))
10ヵ所

(令和２(2020))
県指定

０ヵ所
(平成29(2017))

１ヵ所
(令和２(2020))

県指定

20チーム
(平成29(2017))

19チーム
(令和２(2020))

県登録

②災害拠点精神科病院の数

22チーム

①災害拠点病院の数 維持

項　　目 目　標

１ヵ所

③DMATの数

策定時 直近把握数値 備　考

185人
(平成29(2017))

251人
(令和２(2020))

県医師確保対策室調
査

60人
(平成29(2017))

81人
(令和２(2020))

県医師確保対策室調
査

305人

100人

項　　目 目　標

①しまね地域医療支援センターへの登録者
　等のうち、県内で研修・勤務する医師数

②しまね地域医療支援センターへの登録者
　等のうち、医師不足地域（松江、出雲以
　外）で研修・勤務する医師数

策定時 直近把握数値 備　考

3.0
(平成26(2014)～

平成28(2016)平均)

3.3
(平成29(2017)～

令和元(2019)平均)
人口動態統計

65人
(平成28(2016))

63人
(平成30(2018))

医師・歯科医師・薬
剤師統計

1,144
(平成28(2016))

1,185
(平成30(2018))

（妊産婦数）
島根県周産期医療調
査による分娩数

100人
(平成28(2016))

97人
(平成30(2018))

医師・歯科医師・薬
剤師統計

116
(平成28(2016))

116
(平成30(2018))

（15歳未満人口）
総務省10月１日
現在推計人口

323人
(平成28(2016))

326人
(平成30(2018))

衛生行政報告例

5,683
(平成28(2016))

6,131
(平成30(2018))

（妊産婦数）
島根県周産期医療調
査による分娩数

10%増加

①周産期死亡率（出産1000対）

②産婦人科医師数

－

全国平均
以下を維持

10％増加

－

5%増加

－

項　　目 目　標

（参考）
妊産婦人口に対する産婦人科医の割合
（妊産婦10万対）

③小児科医師数

（参考）
小児人口に対する小児科医の割合
（15歳未満人口10万対）

④助産師数

（参考）
妊産婦人口に対する助産師の割合
（妊産婦10万対）
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〈小児救急を含む小児医療〉 

・小児科医師数は微減しているが、県内で小児科の専門研修を始める医師（専攻医）は、平成 30年以降、年２～３ 

名で推移しており、一定数の小児科医師が輩出される見込みである。 

〈在宅医療〉 

・訪問診療を実施する診療所・病院数は横ばいであるが、訪問診療を受けている患者数は増加している。 

・多様化する在宅医療ニーズに対応するため、在宅医療を実施する医療機関への支援や多職種連携のための取組等を 

引き続き推進する。 

策定時 直近把握数値 備　考

100人
(平成28(2016))

97人
(平成30(2018))

医師・歯科医師・薬
剤師統計

３歳児の親
89.9%

(平成28(2016))
－

県健康推進課
調査

４か月児の親
62.0%

(平成28(2016))
－

県健康推進課
調査

②かかりつけの小児科医を持つ親の割合

③小児救急電話相談（#8000）の認知度

5%増加

95%

90%

項　　目 目　標

①小児科医師数

令和２
(2020)

令和５
(2023)

270ヵ所
(平成27(2015))

269ヵ所
(令和元(2019))

287ヵ所 304ヵ所 NDB(EMITAS-G)

5,769人
(平成27(2015))

5,979人
(令和元(2019))

6,132人 6,496人 NDB(EMITAS-G)

３圏域
(平成29(2017))

５圏域
(令和２(2020))

７圏域 ７圏域 県医療政策課把握

４ヵ所
(平成29(2017))

５ヵ所
(令和２(2020))

７ヵ所 ７ヵ所 中国四国厚生局把握

７ヵ所
(平成29(2017))

７ヵ所
(令和２(2020))

９ヶ所 ９ヶ所 中国四国厚生局把握

110ヵ所
(平成27(2015))

102ヵ所
(令和元(2019))

114ヵ所 118ヵ所 NDB(EMITAS-G)

58ヵ所
(平成27(2015))

70ヵ所
(平成30(2018))

60ヵ所 62ヵ所
介護サービス施設・
事業所調査

０ヵ所
(平成29(2017))

３ヵ所
(令和２(2020))

１ヵ所 ２ヵ所 中国四国厚生局把握

102ヵ所
(平成26(2014))

109ヵ所
(平成29(2017))

106ヵ所 109ヵ所 医療施設調査

116ヵ所
(平成29(2017))

87ヵ所
(令和２(2020))

120ヵ所 124ヵ所 中国四国厚生局把握

88ヵ所
(平成29(2017))

159ヵ所
(令和元(2019))

91ヵ所 94ヵ所 介護データベース

⑦24時間体制を取っている訪問看護ステー
　ション数

⑧機能強化型訪問看護ステーション数

⑨訪問歯科診療を実施する歯科診療所数

策定時 備　考項　　目
目　標

直近把握数値

⑩在宅療養支援歯科診療所数

⑪訪問薬剤指導を実施している事業所数

①訪問診療を実施する診療所・病院数

②訪問診療を受けている患者数

③退院支援ルールを設定している二次医療
　圏域数

④在宅療養後方支援病院数

⑤在宅療養支援病院数

⑥在宅看取りを実施している診療所・病院数
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文教厚生委員会資料 

令和 3 年 6 月 24 日・25 日

健康福祉部健康推進課 

島根県循環器病対策推進計画（素案）について

１ 計画策定の趣旨

「健康寿命の延伸等を図るための脳卒中、心臓病その他の循環器病に係る対策に関 

する基本法」（平成 30 年法律第 105 号、以下「循環器病対策基本法」という。）におい 

て、循環器病の予防並びに循環器病患者等に対する保健、医療及び福祉に係るサー 

ビスの提供に関する状況等を踏まえ、地域の実情に応じた循環器病対策を推進するた 

め、本計画を策定する。 

２ 計画の位置づけ 

循環器病対策基本法第 11 条第１項に基づく県計画として策定 

島根県保健医療計画の中間見直しにあわせて策定し、整合性を図る 

３ 計画策定の体制

   循環器病対策基本法第 21 条第１項に基づき、島根県循環器病対策推進協議会を設置 

４ 計画の概要 

   別紙 

５ 計画の期間 

   令和３年１０月～令和９年３月 

６ 計画の評価 

   令和５年度に保健医療計画の改定にあわせて中間見直し、令和８年度に評価 

７ 今後のスケジュール

令和３年６月  第２回島根県循環器病対策推進協議会の開催 

６月 文教厚生委員会へ報告（計画素案） 

７月 医療審議会に報告（計画素案） 

※パブリックコメントの実施 

９月 文教厚生委員会へ報告（計画案） 

１０月 医療審議会に報告（計画案） 
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別紙（計画の概要） 

【全体目標】 

① 循環器病の予防や正しい知識の普及啓発 

② 保健、医療及び福祉に係るサービスの提供体制の充実 

③ 循環器病の研究推進への協力 

【個別施策】 

循環器病対策全体の基盤整備 ： 循環器病の診療情報の収集・提供体制の整備 

主な取組

・健康寿命延伸を目指し、健康づくりや介護予防の取組を県民運動として推進
・基礎疾患の適正管理、早期受診の必要性などの普及啓発、患者指導
・循環器病発症リスクを高める歯周疾患予防対策

（１）　循環器を予防する健診の普及や
                                   取組の推進

・特定健診受診率向上
・学校教育や職域との連携
・働き盛り世代への効果的な啓発

（２）　救急搬送体制の整備
・救急現場から医療機関により迅速かつ適切に搬送可能な体制整の構築
・一般住民への講習（AED等）
・症例検討や脳卒中スケール、エルボ等の周知

（３）　救急医療の確保をはじめとした
    循環器病に係る医療提供体制の構築

・医療機関連携の推進
・ICTを活用した遠隔診断等の推進
・再入院頻度の高い心不全患者への多職種他機関連携の推進

（４）　社会連携に基づく循環器病対策
                       ・循環器病患者支援

・多職種協働による医療体制の構築及び他機関連携による包括的かつ継続的支援
・「まめネット」の活用による情報連携

（５）　リハビリテーション等の取組 ・急性期から回復期・在宅へ多職種による切れ目のないリハビリテーションの提供体制の充実

（６）　循環器病に関する適切な情報提供
                                      ・相談支援

・住民にわかりやすい情報の提供
・関係機関との連携による適切な相談支援の充実
・円滑な情報共有ツールの検討

（７）　循環器病の緩和ケア
・入院から在宅への切れ目のない緩和ケア提供体制の充実
・ACPの普及啓発
・緩和ケアの質の向上による患者・家族のQOLの向上

（８）　循環器病の後遺症を有する者
                                  に対する支援

・復職支援の体制づくり
・失語症者等当事者や家族を地域で支援する仕組みの構築の検討

（９）　治療と仕事の両立支援・就労支援
・「島根県地域両立支援推進チーム」を通じた復職支援等対策の推進
・ガイドラインや出張相談窓口等の周知

（１０）小児期・若年期から配慮が必要な
                           循環器病への支援

・教育部局との連携の推進
・小児科・成人期の診療科・地域連携部門の連携の推進

・国が行う研修等に対し必要時協力

１．循環器病の予防や正しい知識の普及啓発

３．循環器病の研究推進への協力

項目

２．保健、医療及び福祉に係るサービスの提供体制の充実

：今後、現状把握を含め取組を強化する項目 
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■　合計特殊出生率、出生数の推移

■　合計特殊出生率、出生数 ■　合計特殊出生率全国順位

Ｒ１ Ｒ２ Ｒ１ Ｒ２ １位 沖縄県 1.89 沖縄県 1.82 沖縄県 1.86

確定 概数 確定 概数 ２位 島根県 1.74 宮崎県 1.73 島根県 1.69

全国 1.36 1.34 ▲ 0.02 865,239 840,832 ▲ 24,407 ３位 宮崎県 1.72 島根県 1.68 宮崎県 1.68

島根県 1.68 1.69 0.01 4,594 4,473 ▲ 121 ４位 鹿児島県 1.70 長崎県 1.66 長崎県 1.64

５位 熊本県 1.69 佐賀県 1.64 鹿児島県 1.63

全国平均 1.42 1.36 1.34

令和２年合計特殊出生率等について
　【厚生労働省　Ｒ３．６．４発表】

R１H３０合計特殊出生率 出生数（人）

増減
増減
（人）

R2

6,640 
6,318 

6,092 6,104 
5,697 

6,011 5,914 
5,685 5,601 5,756 5,582 5,585 5,534 5,359 5,551 

5,299 
5,109 

4,887 
4,594 4,473 

1.60
(3位)

1.52
(6位) 1.48

(8位)
1.48
(6位)

1.50
(2位)

1.53
(3位)

1.53
(5位)

1.51
(9位)

1.55
(5位)

1.63
(2位)

1.61
(5位)

1.68
(2位) 1.65

(3位)
1.66
(3位)

1.78
(2位)

1.75
(2位)

1.72
(3位)

1.74
(2位) 1.68

(3位)

1.69

(2位)

1.33 1.32
1.29 1.29

1.26
1.32 1.34

1.37 1.37 1.39 1.39 1.41 1.43 1.42
1.45 1.44 1.43 1.42

1.36 1.34

1.00

1.20

1.40

1.60

1.80

2.00

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2

県出生数 県合計特殊出生率 全国合計特殊出生率
単位：人

(全国順位)

文 教 厚 生 委 員 会 資 料

令 和 ３ 年 ６ 月 ２ ４ 日 ・ ２ ５ 日

健康福祉部子ども・子育て支援課
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                      障がい者就労施設等からの物品等の調達について
                              (令和２年度調達実績と令和３年度調達方針)

１．これまでの調達実績

件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額

     調達目標額 - 33,000,000 - 33,000,000 - 33,000,000 - 38,000,000 - 42,000,000

     実績額 472 31,203,212 500 31,988,933 613 37,338,944 639 41,938,059 484 67,657,361

前年度比 - 103.7% - 102.5% - 116.7% - 112.3% - 161.3%

調達目標達成率 - 94.6% - 96.9% - 113.1% - 110.4% - 161.1%

（内容別） (単位：円)

件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額

267 10,062,020 299 8,731,015 337 9,413,685 356 10,865,983 218 11,579,629

92 3,920,035 102 5,724,038 156 8,505,894 138 10,750,000 122 10,189,900

98 2,336,570 78 2,168,659 96 3,474,556 125 3,487,206 113 29,405,791

15 14,884,587 21 15,365,221 24 15,944,809 20 16,834,870 31 16,482,041

472 31,203,212 500 31,988,933 613 37,338,944 639 41,938,059 484 67,657,361

２．令和３年度の調達方針

（１）　調達目標額　　　46 ,000千円

(単位：千円)

（２）　今後の取り組み

 引き続き福祉事業所が提供可能なサービス・物品等の圏域別情報を全所属へ情報提供するとともに、

今年度から新たな取組みとして各所属の調達予定物品、役務等を障がい者就労施設等へ情報提供する。

計

区分

H28 H29 H30

(単位：円)

R元

目標金額

給食､食堂業務、弁当、給食パン、軽食・喫茶　17,000

物　品

給食、弁当

計

印刷、情報処理 12,000

H29 H30

役  務 クリーニング、清掃、環境整備、文書封入・発送、リサイクル、施設管理

各種印刷、デザイン、データ入力、テープ起こし　

品目の例

46,000

11,000

6,000

R元 R２

R２

啓発用品、記念品、防災用品、事務用品、食材、農産品、カバー苗

印刷、情報処理

役  務

物　品

給食、弁当

H28

文教厚生委 員会 資料

令和3年6月24日･ 25日

健康福祉部障がい福祉課
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10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

20,000

22,000

H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R元 R２

平均工賃月額（円）

県（実績）

平均工賃月額（円）

県（目標）

平均工賃月額（円）

全国（実績）

16,369円

工賃倍増計画 １期工賃向上計画 ２期工賃向上計画 ３期工賃向上計画

19

20,651円

19,201円

障がい者就労継続支援事業所における令和２年度の工賃実績について 

１．令和２年度の工賃実績 

※平均工賃月額＝年間の工賃総額【収入―原価（原材料・外注等）】÷各月の工賃支払対象者延べ人数 

（平均工賃月額の減少の要因） 

新型コロナウイルス感染症の拡大により企業活動全体が滞る中、製造業や観光業を中心とした

受注の減少やイベントの中止等による自社製品の販売機会の減少などの影響が大きかったと考え

られる。 

２．平均工賃月額の推移 

３．島根県の平均工賃月額の順位                      （単位：円） 

H28 H29 H30 R 元 R２ 

島根県 18,994 19,133 19,672 20,120 19,201 

全国平均 15,295 15,603 16,118 16,369 - 

島根県の順位 6 4 4 3 - 

４．県の支援 

備蓄用布マスクの製作を事業所に依頼したほか、他分野への新規参入やインターネットを活用し

た販路開拓等の取組を行う事業所に対して助成を行った。 

    平均工賃月額（円） （前年度比） 事業所数 定員 

    H30 R 元 R２ R２/R 元 R 元 R２ R 元 R２ 

就労継続支援 B型 目標額 19,506 20,087 20,651 102.8% 
123 125 2,572 2,590 

（工賃向上計画対象事業所） 実績額 19,672 20,120 19,201 95.4% 

就労継続支援 A型（雇用型） 88,312 91,513 95,329 104.2% 33 31 589 518 
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島根県障がい者就労継続支援事業所工賃向上計画について 

１．計画の趣旨 

・就労継続支援 B 型事業所で就労する障がいのある人が、住みたい地域で自立した生活を営

むことができるよう、就労継続支援事業所における工賃向上の取組を引き続き推進するた

めに策定。 

・『｢工賃向上計画｣を推進するための基本的な指針（厚生労働省通知）』に基づき、令和 5 年

度までの目標工賃額を設定し、就労継続支援事業所における取組が効果的に実施されるよ

う具体的な支援策を定めるもの。 

２．計画の期間 

・令和 3年度～令和 5年度（3年間） 

３．計画の対象事業所 

・県内すべての就労継続支援 B型事業所 （※令和 3年 4月 1日現在 129 事業所） 

４．目標工賃額の設定（月額）
（単位：円） 

R 元年度 

実績 

R２年度 

実績

R３年度 

目標

R４年度 

目標

R５年度 

目標
R5/R 元比

月額 20,120 19,201 20,120 20,724 21,327 106% 

５．支援に関する基本的な方向性 

（１）共同化や連携の推進 

      事業所間の連携や島根県障がい者就労事業振興センターにおける共同受注窓口の 

機能強化 

（２）他産業等との連携の促進 

      地域と関わりの深いさまざまな産業との連携の促進 

（３）受注や販路拡大  

      販売場所等の提供及び支援 

（４）技術指導の強化 

      専門家の派遣等 

（５）企業的経営手法の導入 

      経営者向けの研修の実施 

（６）説明会や研修等の実施 

      事業所職員向けの各種セミナーの実施 

（７）市町村における取組の協力依頼 

      調達方針に基づく優先発注の推進
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